
国土強靭化基本法とは

■公布・施行 平成２５年１２月１１日

■目的
今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて、
早急に事前防災及び減災にかかる施策を進める。

◆そのために・・・
（１）大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を

定め、事前に的確な施策を実施して、大規模自然災害等
に強い国土及び地域を作る。

（２）自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の
力を向上させる。
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資料１計画策定の経緯と体制



国土強靭化基本計画の策定

■閣議決定 平成２６年６月３日

■基本的な方針

府省庁横断的に、地方公共団体や民間とも連携して国土
強靭化に向けた取り組みを総合的に推進するための基本
指針（自然災害に限定し、原子力災害・テロ等は除く）

国土の健康診断にあたる脆弱性評価を
踏まえて、強靭な国づくりの処方箋を示
したもの
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国土強靭化地域計画の策定推進

国土強靭化の取り組みを推進するためには、地方公共団
体においても国土強靭化地域計画を策定し、地域特性に
応じた施策を総合的かつ計画的に進めることが必要

複数のモデル都市を選定し、事例として他の地方公
共団体等に紹介することで全国的に促進

１５自治体が第１次モデル都市として選定

新潟市は日本海側で唯一のモデル都市新潟市は日本海側で唯一のモデル都市
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地域計画の策定趣旨と位置づけ

本市における国土強靭化に関する施策を総合的、計画的
に推進する指針として策定

■ 策定趣旨

■ 位置づけ

本市における国土強靭化に関し、本市の総合計画との整
合性を図りながら、地域防災計画をはじめとする各分野
別計画の指針
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策定体制

（座長：山口副市長）

○構成メンバー43名

＜委員＞
丸井英明 新潟大学 名誉教授

田村圭子 新潟大学 危機管理本部
危機管理室 教授

卜部厚志 新潟大学
災害・復興科学研究所 准教授

岩佐明彦 新潟大学 工学部 准教授

大原美保 （独）土木研究所水災害・リスクマネジ
メント国際研究センター水災害研究
グループ主任研究員

＜顧問＞
佐藤比呂志 東京大学地震予知研究センター教授

新潟市防災会議
（会長：市長）

【国・県の機関】
北陸信越運輸局、北陸地方整備局、
県地域振興局、新潟空港事務所 他

【民間企業・団体】
ＮＴＴ、ＪＲ、東北電力、北陸ガス
商工会議所、土地改良区 他

【市の各分野（組織横断的）】

地域計画策定委員会 有識者会議

諮問 承認

相談

助言
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策定イメージ

・
・
・

①目的
市土木部

（Ａ）組織横断的
横串
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（A1）

関係機関のあらゆる施策を目的別に集約・整理

②目的

市危機管理
防災局
（Ｃ）

（C1）

例：「火災等による多数
死傷者の発生」の回避

北陸地方
整備局

（Ｄ）

（D1）

新潟県
（Ｅ）

（E1）

東北電力
（Ｆ）

（F1）

国・ライフライン・・

市消防局

（Ｂ）

（B1）

組織横断的・横串



策定プロセス
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